
（低圧連系用　2017.3.23）

設置する設備

連絡先

連絡先

ｋＷ
押上効果

複数の再エネ発電設備の有無

発電設備出力 ｋＷ

逆潮流を防止する装置の設置

ご住所
（ご連絡先住所）

郵便番号

メールアドレス

※：法人名義でご契約されている場合は、法人名称・役職名・代表者名をご記入ください。
※：発電設備連系完了時にメールでお知らせいたしますので、メールアドレス（ＰＣアドレス）を必ずご記載くださいますようお願いいたします。
※：ドメイン指定をされている方は「@tepco.co.jp」のメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
※：Ｗｅｂ閲覧には、Internet Explorer１１以上を推奨しております。推奨環境以外のブラウザをご利用の場合、一部画面は正しく表示されない可能性がありますので、ご承知おきください。

 「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」にもとづく電力受給の申込みから開始に必要な手続き（振込先口座の指定を除く。）を行うことを下記の者に委任いたします。

※青欄についてもれなく入力をお願いします。

東京電力パワーグリッド株式会社　御中

電力受給契約申込書兼低圧配電線への系統連系申込書（低圧：再生可能エネルギー発電設備用）

【発電者さま情報】

フリガナ
発電者さま氏名

【委任者情報】 （お申込みにあたり工事店・メーカー等に委任する場合はチェックをしていただき,委任先をご入力ください。)

受給開始希望日

フリガナ
委任先（会社名・氏名）

発電種別
再生可能エネルギー電気卸供給約款

にもとづく特定卸供給の希望有無

※ 0.1ｋＷ単位で端数を切り捨てて入力をお願いします。
※ 複数台設置の場合は、それぞれパネル容量とＰＣＳ容量の小さい方の合計を入力お願いします。

ご住所
郵便番号

【再エネ発電設備情報】

申込種別

発電設備設置場所住所 郵便番号

配線種別

　　 　発電者さま情報住所と同一の場合はチェックをお願いします。

発電設備出力 ｋＷ
併設設備の有無

発電設備出力

銀行コード 支店コード 預金種別 口座番号（右詰でご記入ください）

発電種別

発電種別

【振込先口座情報】 　　　　　　　発電箇所が1ヶ所の方はチェック不要です。発電箇所を複数お持ちで、一括のお振り込みをご希望でない場合はチェックをお願いします。

銀行等

銀行名 銀行種別 支店名 支店種別

ゆうちょ銀行
銀行コード

9 0 09

振込先名義
（カナ）

第一名義

第二名義

振込区分

一括

設計番号 工事費（消費税）

お客さま
申込内容
確認済み
チェック欄

↓

- -

・・・・・・・・以下、東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・

右記の通り、上記の申込みを承諾※いたします。
※ただし、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」第

14条に該当することが判明した場合はこの限りではありません。

※受給開始日・連系上の諸条件についてはお客さまのご要望を踏まえ別途協議させていただきま

す。

接続契約承諾日

円

扱い WEB申込番号

1

備考

- 1 0 -- 0 0受電地点特定番号 0 3

東京電力パワーグリッド株式会社

※ 増減設、設備変更の申込みの場合は、それぞれ接続契約の変更となります。

ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改
善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的に
つきましては、インターネットのホームページ（http://www.tepco.co.jp）でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。

2

店番 口座番号（右詰でご記入ください）預金種別

「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」および「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承認のうえ、次の再生可能エネルギー発電設備（以下

「再エネ発電設備」といいます。）等を東京電力パワーグリッド株式会社（以下「東電ＰＧ」といいます。）の電力供給設備に連系し、東電ＰＧに再エネ発電設備等から発生する電気を供給す

ることを申込みます。

以下のいずれかに該当する場合には、東電ＰＧによって本申込みが承諾されないこと、および本申込みにもとづく東電ＰＧとの受給契約（ただし、当社が特定契約の申込みを承諾する

以前は、接続契約といたします。以下同じといたします。）が既に成立している場合には、当該受給契約が東電ＰＧによって解除されることに同意します。

・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9 条および第10条にもとづき、経済産業大臣から受けた再生可能エネルギー発電事業計画の認定（以下「認

定」といいます。）の効力が失われた場合

・接続契約が成立して相応の期間を経過してもなお、特段の合理的な理由なく認定を取得しない場合

・東電ＰＧが電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14 条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると判断した場合

・東電ＰＧが本申込みを承諾するにあたって、必要な協力に応じない場合

・東電ＰＧが算定した再エネ発電設備等の系統連系に必要な費用を東電ＰＧの定める支払期日までに支払わない場合

・受給開始希望日を経過してもなお再エネ発電設備等から発生する電気の供給を開始しない場合（ただし、特段の理由があると東電ＰＧが認めた場合を除きます。）

また、本申込みに関して、以下の点についても、あわせて同意します。

・本申込みを撤回した場合、または本申込みが東電ＰＧより承諾されなかった場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を東電ＰＧに支払うこと


